
変更交付申請書・交付請求書のデータ入力等について 

 

１．授業料支援補助金にかかる変更交付申請について 

（１）授業料支援システム学校用操作マニュアルの「2.5.［府補助金］変更交付申請）」（P.50～）

を参考に、システムでの申請を行ってください。 

 

（２）申請期限は、１０月変更交付申請については１０月１５日（火）１２：００、１１月変更交付

申請については１１月１５日（金）１２：００です。授業料支援補助金を申請する全ての生徒に

ついて、生徒情報の登録を行わなければ、申請額に反映されません。期限に間に合うよう、生徒

情報の登録をお願いします。 

 

（３）システムでの変更交付申請が完了しましたら、担当あてにメールでその旨をご連絡願います。 

  （メールの件名は「（学校名）_変更交付申請完了」としてください。） 

 

（４）ランクが未確定の生徒の取り扱いについて 

① 年収めやす５９０万円以上９１０万円未満の世帯の生徒の取り扱いについて 

 就学支援金事務にて「加算なし」と判定された、年収めやす５９０万円以上９１０万

円未満（所得割額合計額が２５７，５００円以上５０７，０００円未満）の世帯につい

ては、平成３１年３月２５日付け教私第３８７０号及び平成３１年４月３日付け教私第

３９９９号に基づき、該当する年度の課税証明書の提出を求めてください。 

１０月の変更交付申請まで課税証明書が提出されず、ランクが未確定の生徒について

は、多子世帯の区分に基づき、その補助金額の低い方（府対象外、Ｅ１、Ｅ２のいずれ

か）で変更交付申請を行ってください。ランク、多子世帯のいずれの区分も未確定の場

合は、「府対象外」として申請してください。 

その後、１１月の変更交付申請までにランクが確定した場合は、確定したランクで 

１１月の変更交付申請を行っていただき、確定しない場合は２月、３月に変更交付申請

を行ってください。 

 

② 就学支援金事務にて所得割額が登録されていない（所得ランクが未確定）生徒の取り扱

いについて 

 １０月の変更交付申請時点において、４～６月のランクのみ確定しており、７～３月

のランクが未確定の場合は、７～３月のランクは、４～６月のランクと同じランクで申

請してください。１１月の変更交付申請までにランクが確定した場合は、確定したラン

クで１１月の変更交付申請を行っていただき、確定しない場合は２月、３月に変更交付

申請を行ってください。 

 １０月の変更交付申請時点において、４～６月、７～３月のいずれのランクも確定し

ていない場合は、当該生徒分は１０月の変更交付申請では申請せず、１１月の変更交付

申請で申請してください。 

 



２．「変更交付申請書（様式第３号）」の作成について 

（１）変更交付申請画面の左上「既交付決定額」は、平成３１年４月１７日付け大阪府指令教私 

第１２０８号で交付決定された金額を手入力してください。複数の高等学校を有する学校法人 

は、４月の交付申請額を入力してください。（交付申請額どおり交付決定しています。） 

 

（２）申請ボタンを押すと、変更交付申請の文言を入力する画面（帳票文言設定）が表示されます。

入力画面について、以下の赤字部分を追記してください。 

  「平成３１年４月１７日付け大阪府指令教私教第１２０８号で交付決定を受けた令和元

年度大阪府私立高等学校等授業料支援補助金について、大阪府補助金交付規則第６条第１項第

２号及び大阪府私立高等学校等授業料支援補助金交付要綱第１１条第１項の規定に基づき、下記

のとおり変更してくださるよう申請します。」 

 

 

（３）システムにて変更交付申請を行うと（（２）の操作まで完了すると）、「変更交付申請書（様

式第３号）」がExcelにより出力されます。変更交付申請書（様式第３号）の下記の点について、

手入力が必要になりますので、上書きにて入力をお願いします。 

① 法人所在地と学校所在地が異なる場合、学校所在地が法人所在地として表示されますので、

法人所在地に修正してください。 

② 変更交付申請書（様式第３号）の「４ 変更理由・内容」（例：基準日（令和元年１０月１

日）時点での生徒状況が確認できたため。課税額が確認できたため。など）、「担当部課

名」、「担当者」及び「電話番号」を手入力してください。 

 

（４）複数の高等学校を有する学校法人は、システムでの申請により、各校の申請書類メールで提出

することに加え、変更交付申請書（様式第３号）の法人合計分（金額につき、複数校分を合計

したもの）に押印の上、ご提出ください。 

 

３．「６－１ 授業料支援補助対象経費 集計表」について 

「６－１ 授業料支援補助対象経費 集計表」は、平成２６～２７年度入学生分、平成２８年～

３０年度入学生分、令和元年度以降入学生分がExcelにより出力されます。下記の点について、

確認又は手入力が必要になりますので、「（参考）様式第３号・集計表等の手入力部分.xls」を

ご参照の上、上書きにて入力願います。 

① 「授業料の額［第３条第２項］」欄は、標準授業料（平成３０年度以前入学生： 

５８０，０００円、令和元年度以降入学生：６００，０００円）を上限とする補助対象

となる授業料の額が自動計算により表示されます。 

② 交付決定額（Ｆ）の生徒数欄、補助額欄について、４月に提出頂いた交付申請書様式

（３－１_授業料支援補助金対象経費 集計表）の内容を手入力してください。なお、

該当欄には既にシステム入力された内容が反映されていますが、上書きで修正してくだ

さい。（別添「様式第３号_手入力部分」を参照して下さい。） 



※「２－１ 授業料支援補助金対象経費 集計表」は昨年度の実績ですので、必ず 

「３－１ 授業料支援補助金対象経費 集計表」の内容を手入力されるよう留意願いま

す。 

③ 変更後（Ｇ）の生徒数欄、補助額欄はシステム入力された内容が反映されますので、金

額に誤りがないか確認してください。 

④ 差引（Ｇ）－（Ｆ）については、自動計算されます。金額に誤りがないか確認してくだ

さい。 

  

４．「交付請求書（様式第４号）」について 

（１） 請求書の作成については、請求書様式の印刷範囲外に記載していますとおり入力してくださ

い。 

（２） 印刷の際、すべて表示されているか確認してください。 

（３） 請求日は、１０月変更交付申請は、令和元年１０月２４日としてください。 

    １１月変更交付申請は、令和元年１１月２２日としてください。 


